
熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金
（事業承継準備枠）

申 請 期 限

令和8年11月30日(月)必着

令和8年6月時点

熊本県ホームぺージ 問 い 合 わ せ 先

096-333-2326

熊本県商工振興金融課

※月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）の8時半から17時まで

申 請 方 法

熊本県商工振興金融課に申請書類を郵送してください
【送付先】〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

熊本県商工振興金融課
※「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（事業承継準備枠）応募書類」と御記載ください。

熊本県 事業承継・後継ぎ

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/231111.html

※申請書類は熊本県ホームページで確認してください。

譲渡支援類型

後継（候補）者の育成や事業承継の準備を支援します！

対象者：譲り渡す側

※事業計画書の作成や事業承継をするにあたり、
地域の商工会又は商工会議所等の支援を

   受けてください。

検 索

熊本県内で事業承継（事業譲渡契約）を予定する小規模事業者（個人・法人）

後継ぎ支援類型対象時期：引継ぎ前

対象者：譲り受ける側

対象経費

補助額 最大50万円 

補助率 対象経費の２/３

・事業承継に必要な専門家活用に係る費用

(株価等企業価値算定費用、弁護士による基本合意書・

譲渡契約書の作成費用、不動産鑑定士による事業資産

の評価に係る費用 等)

補助額 最大50万円 

補助率 対象経費の２/３

対象経費

・公的研修機関等が実施する研修費用
(受講料及び教材費)

・事業承継に必要な専門家活用に係る費用

(株価等企業価値算定費用、弁護士による基本合意書・

譲渡契約書の作成費用、不動産鑑定士による事業資産

の評価に係る費用 等)
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